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1. はじめに 

健康寿命と平均寿命との差は不健康な期間を意味し，

その期間の拡大は公的医療費の増大などに繋がる社

会的な問題である．健康寿命を延ばし，この差を短縮

するために，健診データを用いた健康状態の予測が注

目されている．しかし，健診データには受診漏れなどに

起因する欠損値が多く含まれ，それらを無視することは

できない．そこで，本研究では，健診データに含まれる

欠損値に対して，確率的回帰代入法と多重代入法を用

いた推定を試み，その精度を分析する． 

2. 健康診断で得られた健診データ 

本研究では，実際の検査機関から提供を受け完全匿名

加工した健診データを用いる．健診期間は 2009 年からの

10 年間で約２３万人分のデータである．健診項目には検

査・問診の 88 項目が含まれる．また，個人情報の秘匿性

を保つために乱数を用いた加工が施され，データの統計

的な特徴を失わないような秘匿化が行われている． 

3. 擬似欠損データと実験 

健診データをリストワイズ除去法によって完全データのみ

抽出し，年齢，性別，身長，体重，BMI，腹囲，収縮期最高

血圧，拡張期最低血圧の数値データ 8 項目を解析に用い

る．腹囲の検査では，BMI が 20 未満の人は医師が必要で

ないと認めるとき省略でき，腹囲の欠損は BMI に依存して

欠損すると考えられる[4]．これは，欠損が条件付きで無作

為に起こる，Missing At Random (MAR) に分類できる [2].  

図１に，MAR の概念図を示す [1]．

欠損を含む変数を𝑌, その他の変数を

𝑋，	𝑌の欠損の有無を表す確率変数を

𝑅 ( が欠損ならば１，欠損でなければ

0) とする．ここでは，腹囲を𝑌，BMI を

𝑋，腹囲の欠損の有無を𝑅とおく． 

MAR の欠損メカニズムに基づいて，

データ数に対しての欠損が 10%，20%，30%となるように擬似

的に欠損を発生させた擬似欠損データを作成した．MAR

の欠損は，欠損値を除去して解析を行うと推定値に偏りが

生じるため，何らかの値を代入する必要がある [2]．そこで，

(1) 確率的回帰代入法，(2) 多重代入法を用いて補完値

を代入する． 

(1)  確率的回帰代入法は，目的変数 を腹囲，説明変

数を年齢，性別，身長，体重，BMI，収縮期最高血

圧，拡張期最低血圧の 7つとし，この順序で 𝑋 =
(𝑥(, 𝑥*, 𝑥+, 𝑥,, 𝑥-, 𝑥., 𝑥/) とする．回帰係数を 𝛽 =

(𝛽(, 𝛽*, 𝛽+, 𝛽,, 𝛽-, 𝛽., 𝛽/)，定数項を 𝛼 とし，推定値

 を求める以下の回帰式を仮定する． 

 
この回帰式に正規分布からの乱数を加えたものを補

完値とする． 

(2)  多重代入法は，確率的回帰代入法によって得られ

た擬似完全データを 20組作成する．20組のデータ

をそれぞれ独立に解析し，得られた結果を統合した

値を最終的な補完値とする[3]． 

4. 解析結果 

欠損値を補完したデータの平均，標準偏差，標準誤差と

真値の平均，標準偏差，標準誤差とを比較した結果を以

下に示す． 

(1)  確率的回帰代入法 : 平均値は，欠損割合による推

定の偏りはない．標準偏差，標準誤差は，欠損割合が

高いほど大きくなり，データのばらつきが大きくなる． 

(2)  多重代入法 : 平均値は，欠損割合が 30%では，10%，

20%のときと比べて誤差が大きくなる．標準偏差，標準

誤差は，欠損割合が高くなるほど過小評価される．し

かし，いずれの場合も誤差が 3%以下に収まる． 

5. まとめ 

多重代入法では，いずれの場合も真値に近づき，推定値

のばらつきを捉えることができた． よって，腹囲のデータ

欠損に対しては，多重代入法による補完によって偏りのな

い推定と欠損による推定誤差を捉えた結果が得られた．し

かし，本研究では回帰パラメータ推定に説明変数の選択

を行なっていない．そこで，精度向上のために，主成分分

析や正則化などの加工を施すことが重要である． 
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図１．MAR の概念図 
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